
■
本
年
一
月
よ
り
、
法
テ
ラ
ス
八
雲
法
律
事
務
所
に
赴
任
い
た
し
ま
し
た
、
弁
護
士
の

塚
本
恒
と
申
し
ま
す
。

■
私
は
東
京
で
生
ま
れ
育
ち
、
司
法
試
験
に
合
格
し
て
か
ら
弁
護
士
に
な
る
ま
で
1
年

間
の
研
修
の
期
間
を
仙
台
で
過
ご
し
ま
し
た
。
弁
護
士
一
年
目
だ
っ
た
昨
年
は
東
京

で
弁
護
士
を
し
て
い
ま
し
た
。

■
こ
の
地
に
着
任
し
て
か
ら
ま
だ
数
週
間
し
か
経
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
そ
の
中
で
も
、

地
域
の
皆
さ
ま
の
暖
か
さ
に
触
れ
て
、
厳
し
い
寒
さ
も
幾
分
和
ら
い
だ
よ
う
に
感
じ

て
い
ま
す
。

■
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
1
月
に
成
人
式
を
開
催
し
て
い
る

各
自
治
体
で
、
成
人
式
の
延
期
・
中
止
が
相
次
い
だ
こ
と
が
報
道
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
そ
こ
で
、
今
回
は
民
法
上
の
成
年
年
齢
の
引
き
下
げ
を
取
り
上
げ
た
い
と
思
い

ま
す
。

■
2
0
2
2
年
（
令
和
4
年
）
4
月
1
日
よ
り
、
民
法
上
の
成
年
年
齢
が
18

歳
へ
と
引
き

下
げ
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
18

歳
に
な
れ
ば
、
親
の
同
意
を
必
要
と
せ
ず
、

一
人
で
有
効
に
契
約
を
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

■
も
っ
と
も
、
成
人
式
に
つ
い
て
は
、
2
0
2
3
年
（
令
和
5
年
）
以
降
も
20

歳
を
対
象

と
す
る
と
表
明
し
て
い
る
自
治
体
も
ご
ざ
い
ま
す
。
成
人
式
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

は
、
2
0
2
3
年
（
令
和
5
年
）
成
人
式
の
実
施
時
期
が
近
づ
い
た
頃
に
、
お
住
ま
い

の
自
治
体
の
広
報
な
ど
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
さ
て
、
当
事
務
所
で
は
、
み
な
さ
ま
か
ら
の
法
律
相
談
を
承
っ
て
い
ま
す
。
一
定
の

資
力
要
件
を
満
た
す
方
で
あ
れ
ば
、
3
回
ま
で
無
料
の
法
律
相
談
を
承
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
相
談
予
約
の
お
電
話
は
、「
法
テ
ラ
ス
八
雲

法
律
事
務
所
（
☎
0
5
0
―
3
3
8
3
―
8
3
6
6
）
」
ま
で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
ま

た
、「
法
テ
ラ
ス
江
差
法
律
事
務
所
（
☎
0
5
0
―
3
3
8
3
―
5
5
6
3
）
」
で
も
、

同
様
に
法
律
相
談
を
承
っ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
ち
ら
も
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ

い
。 法

テ
ラ
ス
八
雲
通
信

は
じ
め
ま
し
て

八雲警察署からお知らせ

　本格的な降雪シーズンを迎え、違法駐車は、除排雪作業を妨げる大きな要因となっているほか、次

のような危険や障害の原因となっています。

⑴道路を狭くして通行の妨害になります。
　違法駐車があるために、交通渋滞を引き起こし、スムーズな車両走行ができなくなることがありま

す。また、歩道上駐車は歩行者の通行を妨げます。

⑵交差点付近での事故の原因となります。
　交差点付近の違法駐車は、通行する車両や歩行者の見通しを妨げ、交差点事故の原因となります。

⑶緊急車両の活動を妨げます。
　狭い道路に違法駐車があるときは、他の車両が通行不能となります。特に、消防車や救急車などの

緊急車両の活動を妨げ、人命救助に重大な影響を与えます。

⑷歩行者事故などの原因になります。
　住宅街での違法駐車は、駐車車両の前後から幼児、児童の飛び出しによる事故や、夜間には走行車

両が駐車車両に気付かずに衝突するなど、交通事故の原因にもなります。

⑸除排雪作業の妨げの原因になります。
　違法駐車が除排雪作業の妨げとなり、住民に迷惑をかけ、生活にも重大な影響を与えます。

【問い合わせ】函館方面八雲警察署　 10137－64－2110
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